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画像等の著作物利用について 

(アーバンデザインセンターみその運営事務局) 

一般社団法人美園タウンマネジメント 

一般社団法人美園タウンマネジメント（以下「当法人」という）にて制作・管理する刊行物・ウェ

ブサイト等に掲載の文章・画像・映像等（以下「画像等」という）のご利用を希望される方は、以下

の利用許諾条件をご確認のうえ、所定の申請手続きを行なってください。 

１．利用許諾条件 

①当該画像等は申請目的・内容に限り使用すること。申請による利用許諾は１回限りとし、再利用

には再度申請を行うこと。また、権利を第三者に譲渡しないこと。 

②当該画像等の全部または一部の複製、第三者への販売・配布・譲渡・貸与・送信を行わないこと。 

③当該画像等の改ざん・変造等を行わないこと。画像等を一部改変して利用する場合には、改変内

容を明示した上で当法人と事前協議を行うこと。 

④当該画像等の内容の真意を公正・忠実に表現し、かつ出典・著作権者のクレジットを明示するこ

と。※例「提供：(一社)美園タウンマネジメント」 

⑤複製物の作成が必要になるなど、当該画像等の提供に際して当法人に費用の発生する場合には、

その費用を申請者が負担すること。 

⑥当該画像等を利用することにより、次に該当する行為を行わないこと。 

➢当該（二次）制作物を当法人が推薦・支持しているように見せる行為 

➢当法人及び関連する事業や特定の団体・個人に対して誤解を与えたり、イメージや信用度を著

しく低下させたりする行為 

➢特定の政治的又は宗教的目的のみを意図する行為 

➢特定の思想・史観・立場にくみすると捉えられる恐れのある行為 

➢第三者等を誹謗中傷したり、公序良俗に反する、又は社会的悪影響を与える恐れのある行為 

⑦出版物等の場合、当該画像等を転載した発行物１部を無償で当法人に提出すること。 

※なお、当該画像等が申請目的で利用されているか事前確認を行うため、当法人はゲラ・制作素

案等の提出を求める場合がある。 

⑧提供した当該画像等の保護について、第三者等の不正利用を防ぐため、利用後速やかにデータ削

除する等、責任をもって十分な管理に配慮すること。 

⑨肖像権やプライバシー、パブリシティ権やその他の権利について、第三者の許諾が必要な場合は

申請者の責任で行うこと。 

⑩当該画像等を利用した結果発生した一切の損害について、当法人はいかなる責任も負わない。 

⑪前各号に違反した場合、当法人は許諾の取り消しや損害賠償を請求することができる。 

２．申請手続き 

申請フォームに必要事項を記入し、送信ください。内容確認し次第、担当スタッフからご連絡を

差し上げ、許諾可否回答・詳細調整等させていただきます。 

※フォーム送信後１週間経過しても当法人より連絡のない場合は、お手数ですが電話にてご一報

ください。 

※その他申請に際して不明点がございましたら、上記連絡先までお問合せ・ご相談ください。 


